
（72）

１

１ 被保険者の種類と定義

「被保険者」とは，適用事業に雇用される労働者であって，適用除外事由に該当する者

以外のものをいう。「被保険者」には，その就労の実態に応じて，4 つの種類がある。

種 類 定 義

一般被保険者 高年齢継続被保険者，短期雇用特例被保険者，日雇労働被保険者以外の

被保険者

高年齢継続被 被保険者であって，同一の事業主の適用事業に 65 歳に達した日の前日

保険者 から引き続いて 65 歳に達した日以後の日において雇用されているもの

（短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く）

短期雇用特例 被保険者であって，季節的に雇用されるもののうち次の①，②のいずれ

被保険者 にも該当しない者（日雇労働被保険者を除く）。

① 4 カ月以内の期間を定めて雇用される者

② １週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満である者

日雇労働被保 被保険者である日雇労働者（「日々雇用される者」又は「30 日以内の期

険者 間を定めて雇用される者」（※ 1））であって，一定の要件を満たす者（※ 2）

※ 1：①前 2 月の各月において 18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び

②同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用された者は，資格継続の認可を

受けた者を除き，日雇労働者とならない。

※ 2：日雇労働被保険者の資格取得の有無は次のとおり。

居住地 適用事業 資格取得の有無

適用区域内 適用区域内

適用区域外 日雇労働被保険者となる

適用区域内

適用区域外 適用区域外（厚生労働大臣の指定あり）(＊ 1)

適用区域外（厚生労働大臣の指定なし） 日雇労働被保険者となら

ない (＊ 2)

＊ 1：日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定した

事業に雇用される者は，日雇労働被保険者となる。

＊ 2：管轄公共職業安定所長の認可を受けた場合は，日雇労働被保険者となる。
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２ 一般被保険者の適用基準

一般被保険者は，次の①及び②のいずれにも該当している場合に，その資格を取得する。

① 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上あること

② 継続 31 日以上の雇用見込みがあること

３ 適用除外

適用事業に雇用される者であっても，次に掲げる者には，雇用保険法は適用されない。

① 65 歳に達した日以後に雇用される者（高年齢継続被保険者，短期雇用特例被保険

者，日雇労働被保険者に該当する者を除く）

② 1 週間の所定労働時間が 20 時間未満である者（日雇労働被保険者に該当する者を

除く）

③ 同一の事業主の適用事業に継続して 31 日以上雇用されることが見込まれない者

（前 2 月の各月において 18 日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及び日雇

労働被保険者に該当する者を除く）

④ 季節的に雇用される者であって，法 38 条 1 項各号（(ｲ)４カ月以内の期間を定めて

雇用される者，(ﾛ)1 週間の所定労働時間が 20 時間以上 30 時間未満である者）の

いずれかに該当するもの

⑤ 学校教育法に規定する学校の学生又は生徒であって，厚生労働省令で定める者

⑥ 船員法 1 条に規定する船員であって，漁船（政令で定めるものに限る）に乗り組む

ため雇用される者（1 年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く）

⑦ 国，都道府県，市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち，離

職した場合に，他の法令，条例，規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が，

雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって，厚

生労働省令で定めるもの

＜⑦の厚生労働省令で定めるもの＞

該 当 者 適用除外の承認手続

国又は特定独立行政法人の事業に雇用 特に要しない

される者（非常勤を除く）

都道府県等の事業に雇用される者 都道府県等の長が，厚生労働大臣に適用除外の

申請をし，その承認を受けた者

市町村等の事業に雇用される者 市町村等の長が，都道府県労働局長に適用除外

の申請をし，厚生労働大臣の定める基準によっ

て，その承認を受けた者

雇用保険法
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Point １ ④について，4 カ月以内の雇用契約で雇用される者であっても，その所定の期

間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは，その「所定の

期間を超えた日」から被保険者となる。ただし，当初の期間と新たに予定され

た期間が通算して 4カ月を超えない場合には，被保険者資格を取得しない。

２ ⑤について，「学生又は生徒」の適用を整理すると次のとおり。

学生・ ＜原則＞被保険者とならない

生徒 ＜例外＞(ｲ)卒業を予定している者であって，適用事業に雇用され，卒業し

た後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているもの，

(ﾛ)休学中の者，(ﾊ)定時制の課程に在学する者，(ﾆ)前記(ｲ)～(ﾊ)に

準ずる者として職業安定局長が定める者は，被保険者となる

（注）：「通信教育を受けている者，大学の夜間の学部，高等学校の夜間又は定時制の

課程の者」は，被保険者となる。

３ ⑥について，「船員」の適用を整理すると次のとおり。

船員法 ＜原則＞船員として船舶所有者に使用される者（船員保険の強制被保険者）

1 条に規 は，適用除外に該当する者を除き，雇用保険の被保険者となる

定する ＜例外＞船員のうち，「政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者の

船員 うち，1年未満で雇用される者」は，被保険者とならない

＜【関連】「船員が雇用される事業」は強制適用事業となる＞

常時 5 人未満の労働者が雇用される水産の事業であっても，船員法 1 条に規定す

る船員等が乗り組む漁船についての事業は強制適用事業とされ，「船員が雇用される

事業」は，暫定任意適用事業の範囲から除かれる

⇒ したがって，「暫定任意適用事業」となるのは，①個人経営の，②農林水産の事業

（船員が雇用される事業を除く）であって，③常時 5 人未満の労働者を雇用する

事業とされる

４ ⑦について，特定独立行政法人の職員の身分は，国家公務員であるため，特に

手続きを要することなく，雇用保険の適用除外となる。

４ 被保険者の範囲に関する具体例

被保険者の範囲に関しては，行政手引により，次のような具体例が示されている。

具体例 被保険者の可否

① 2 以上の事業主 「主たる賃金を受ける一の雇用関係」についてのみ被保険者となる

に雇用される者

②長期欠勤者 長期にわたり欠勤している場合であっても，雇用関係が存続する限

り，賃金の支払いを受けていると否とにかかわらず被保険者となる
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③退職金制度のあ 求職者給付及び就職促進給付を上回る内容の退職金制度のある適用

る適用事業に雇 事業に雇用される者であっても，被保険者となる

用される者

④国外で就労する ＜原則＞日本国外において就労（出張，転勤，出向等）する場合，

者 日本国内の適用事業の事業主との雇用関係が継続している

限り被保険者となる

＜例外＞現地で採用される者は，国籍のいかんにかかわらず，すべ

て被保険者とならない

⑤在日外国人 ＜原則＞国籍（無国籍を含む）のいかんを問わず被保険者となる

＜例外＞外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けているこ

とが立証された者は，被保険者とならない

⑥代表取締役，監 ＜原則＞被保険者とならない

査役，合名・合 ＜例外＞名目的に監査役に就任しているに過ぎず常態的に従業員と

資会社の代表社 して事業主との間に明確な雇用関係があると認められる者

員 は被保険者となる

⑦取締役 ＜原則＞被保険者とならない

＜例外＞取締役であっても同時に部長等の従業員としての身分を有

する者については，報酬支払い等の面からみて労働者的性

格の強い者であって，雇用関係があると認められる者は被

保険者となる

⑧家事使用人 ＜原則＞被保険者とならない

＜例外＞適用事業に雇用され，主として家事以外の労働に従事する

ことを本務とする者は，家事に使用されることがあっても

被保険者となる

⑨同居の親族 (ｲ)個人事業の事業主と同居している親族

⇒原則として被保険者とならない

(ﾛ)法人の代表者と同居している親族

⇒通常の被保険者の場合の判断と異なるものではないが，形式的

には法人であっても，実質的には代表者の個人事業と同様と認

められる場合は，原則として被保険者とならない

⑩授産施設の作業 授産施設は社会福祉施設であり，その作業員は，原則として被保険

員 者とならない（職員は除く）

Point １ ②について，この長期欠勤の期間は，基本手当の所定給付日数等を決定するた

めの基礎となる算定基礎期間に算入される。


